
（訟ろ－06)

平成SO年5月23日

高等裁判所事務局長殿

地方裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局刑事局第二課長戸苅左近

最高裁判所事務総局総務局第三課長二本柳 聡

刑事免責制度等の概要等について（事務連絡）

刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成28年法律第54号）附則第1条第4

号に掲げる規定が平成30年6月1日から施行されますが， 同規定のうち，刑事免

責制度，構外ピデオリンク方式による証人尋問等及び合意制度の概要及び公判調書

等の記載例を別紙のとおりまとめましたので，参考までに送付します。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所から連絡してください。



(別紙）

刑事免責制度等の概要等について

刑事免責制度について（刑事訴訟法157条の2， 157条の3）

（1）制度の概要

刑事免責制度は，証人尋問において， 自己負罪拒否特権に基づく証言拒絶権

（刑事訴訟法（以下「法」 という。 ） 146条）の行使により，組織的な犯罪

等の事案の解明に支障を来さないよう，尋問に応じてした供述及びこれに基づ

いて得られた証拠は， 当該証人の刑事事件において証人に不利益な証拠とする

ことができない旨の免責を付与し，証人自身が刑事訴追を受け又は有罪判決を

受けるおそれのある事項についても証言を義務付ける制度である。刑事免責の

請求は，尋問開始前のほか，尋問開始後においても行うことができる6また，

第1回公判期日前の証人尋問（法226条， 227条）にも準用される （法2

28条1項） 。

（2） 調書の記載（別添1）

刑事免責制度については，検察官の請求（刑事訴訟規則（以下「規則」 とい

う。 ） 44条1項14号） ，裁判所の決定（同項47号） ，法157条の2第

1項各号に掲げる条件により証人尋問を行ったこと （規則38条2項4号， 4

4条1項24号）を，調書に記載しなければならない。

なお，刑事免責の条件により尋問を行う場合には，証人に対し，法157条

の2第2項又は157条の3第2項の決定の内容及び法147条に規定する者

が刑事訴追を受け，又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができ

る旨を告げなければならないが（規則121条2項， 3項） ， これらを告げた

1

ことを調書に記載する必要はないld

2構外ビデオリンク方式による証人尋問等について（法157条の6第2項等）

（1） 制度の概要

！規則121条1項の告知をしたことを調書に記載しない扱いと同様である。



ピデオリンク方式による証人尋問は， これまで，尋問を行う裁判官及び訴訟

関係人が在席する場所と同一構内の別の場所に証人を在席させて行う方法のみ

であったが（法157条の6第1項。以下「構内ピデオリンク方式」 とい

う。 ） ，証人を同一構内以外にある場所2に在席させて行うことが可能となっ

た（以下「構外ピデオリンク方式」 という。 ） 。

なお，構内ピデオリンク方式と同様に，法157条の6第2項が準用される

鑑定人尋問（法171条） ，通訳・翻訳人尋問（法178条）のほか，被害者

等による心情その他の意見の陳述（法292条の2第6項）についても，構外

ビデオリンク方式により行うことが可能である。

(2) 調書の記載（別添2）

構外ピデオリンク方式による証人尋問の調書の記載については，基本的には，

これまでの構内ビデオリンク方式による場合と異なるところはなく，法157

条の6第2項に規定する方法により証人尋問を行ったことを調書に記載しなけ

ればならない（規則38条2項7号， 44条1項27号） 。この場合，構外ビ

デオリンク方式により尋問を行った証人の証人尋問調書に記載し，証拠等関係

カードにもその旨を備忘的に記載することが相当である点も，構内ビデオリン

ク方式による場合と同様である。

また，構外ピデオリンク方式により証人尋問を行う旨の決定は，証拠調べの

方法を定める決定（法297条1項）にあたり，公判調書の必要的記載事項か

ら除外されているものの（規則44条1項47号ロ） ，手続の適正を担保する

ほか，その後の進行予定を把握して必要な準備を行う等，手続の円滑な進行の

ために有益な事項として， これも構内ビデオリンク方式による場合と同様に証

2尋問に必要な装置の設置された他の裁判所の構内にある場所（規則107条の3）であるが，現在，地家

裁本庁及び支部（併設簡裁を含む。 ）並びに一部の独立簡裁に整備されており，実施に当たっては，平成3

0年5月16日付け刑事局長，家庭局長，総務局長，経理局長通達「刑事訴訟法第157条の6第2項に規

定する方法による証人等の尋問等の手続について」及び同日付け刑事局第二課長，家庭局第一課長，総務局

第三課長，経理局監査課長事務連絡「構外ビデオリンク方式による証人等の尋問等の手続について」を参照

する。



拠等関係カードに記載するのが相当である。

ところで，構外ピデオリンク方式により証人尋問を行った場合においても，

証人が尋問のために在席した場所（規則107条の3に規定する「他の裁判

所」 。以下「出頭裁判所」 という。）は，公判調書の必要的記載事項とされて

いない。 これは， 出頭裁判所を公判調書に記載すると，被告人に証人が出頭し

た裁判所が知られ，証人の居住場所が推知される可能性があるほか，証人尋問

が続行される場合には，続行期日における証人の出頭に伴う移動に際し，ある

いは， 出頭後の移動に際し尾行をさせるなどして居住場所等が特定されること

によって，証人等に対する加害行為等がなされるおそれが生じうることなどに

よる。 したがって，規則44条2項により出頭裁判所を調書に記載するか否か

判断する場合には，それが公判調書の必要的記載事項とされなかった趣旨を踏

まえ， あえてこれを記載する必要性の有無や，上記弊害が生じる可能性の有無

等を考盧することが適当とされているが（刑事訴訟規則等の一部を改正する規

則の解説(1)参照） ，基本的には記載しない扱いが相当であろう。

なお，上記趣旨に鑑みれば，特に被害者あるいは証人等秘匿決定がなされた

事案等，証人等への配慮を要する事案では，調書に限らず， 出頭裁判所名はで

きる限り記録上現れないように工夫する必要があり，例えば，構外ピデオリン

ク方式で行う旨の決定書や被告人，弁護人に対する通知書等に出頭裁判所が記

載されていないか十分に確認する必要があろう。

合意制度について（法350条の2以下）3

(1) 制度の概要

合意制度は，特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪を対象として，検察官と

被疑者・被告人（以下「被疑者等」 という。 ） との間で，被疑者等が他人の刑

事事件について「真実の供述」をする等の協力行為をすること及び検察官が被

疑者等の事件について不起訴にしたり，軽い求刑をしたりする等の有利な取扱

いをすることを内容とする合意ができる制度である。 この合意には，弁護人の



同意が必要であり （法350条の3第1項) ,検察官，被疑者等及び弁護人が

連署した書面（合意内容書面）により，その内容を明らかにして行うこととさ

れている （法350条の3第2項） 。

合意内容書面については，①当該合意に係る被疑者の事件について公訴提起

したとき又は被告事件について，公訴提起後に被告人との間で合意をしたとき，

②被告人以外の者の供述録取書等であって，その者が合意に基づいてした供述

を録取等したものについて取調べの請求がされ，又は裁判所が職権で取り調べ

ることとしたとき，③証人尋問が請求され，又は裁判所が職権で証人尋問を行

うこととした場合において，その証人となるべき者との間で当該証人尋問につ

いてした合意があるときは，検察官にその取調べ請求が義務付けられている

（法350条の7第1項, 350条の8前段, 350条の9前段） 。また，検

察官及び被疑者等は，一定の事由がある場合には当該合意から離脱することが

でき （法350条の10第1項) ,合意の相手方に対して当該合意から離脱す

る旨の告知をしているとき （合意内容書面取調べ後に離脱した場合を含む。 ）

は，検察官には合意離脱書面（法350条の10第2項）の取調べ請求も義務

付けられている （法350条の7第2項, 3項, 350条の8後段, 350条

の9後段） 。

(2) 調書の記載（別添3）

合意内容書面又は合意離脱書面（以下， これらを「合意内容書面等」 とい

う。 ）の取調べ請求があった場合の調書の記載は，他の書証と異なるところは

ない。 しかし，前記の②（被告人以外の者の供述録取書等に関する合意）及び

③（証人尋問についての合意）の場合，その供述は， 自己の刑事事件について

の有利な取扱いを約束された上で， これを期待してなされるものであり，その

ような供述の契機・理由は， 当該供述の信用性と関連し得るものである。その

ため，いわゆる巻込みを防止する観点から，被告人及び弁護人が合意の存在及

び内容を把握した上で防御活動を行い，裁判所が合意に基づく供述の信用性を



慎重に吟味できるようにするために，合意内容書面等の取調べ請求が義務付け

られている趣旨に鑑みると，合意内容書面等と当該合意に基づき収集された証

拠との関連性は，調書（証拠等関係カード）上容易に判別できるようにしてお

くことが有益と考えられる。

この点，上記関連性は，検察官が証拠調べの請求をする際に提出する証拠等

関係カードと同じ様式の書面（例えば立証趣旨欄等）でも明らかにされるもの

と考えられるが， これが明確ではない場合には，裁判所から検察官に対し上記

関連性を確認し，その内容を証拠等関係カー臆に記載しておくのが相当と考え

られる。



(別添1）

【例1】

尋問｢開始前｣の刑事免責請求く法157の2＞→公判期日において,請求等の手続が行われた場合

＜続カード＞

平成30年㈱第●号

証人尋問調書(この調書は,第2回公判調書と一体となるものである｡）

氏 名 甲野太郎

年 齢 ●●歳

刑事免責

この証人の尋問は,法157条の2第1項各号に掲げる条件により行った。

検察官

(中略）

証人尋問を行う前に,公判期日で検察官から刑事免責の請求がなされた場合の記載例である。

刑事免責制度の条文には｢刑事免責｣との文言はないが,法改正に至る議論の段階から本制度は一貫して｢刑事免責｣制度とされていた
ことから,調書には｢刑事免責｣と端的に記載すれば足りると考えられる。

刑事免責請求及びこれに対する決定は,証人尋問という証拠調べに関するものであり,請求欄の記載を補充するものとして,カードの備
考欄及び続カードに記載する。
この点,決定をするには弁護人の陳述を聴く必要があるところ(規則331前段),弁護人の意見は必要的記載事項とされていない｡しか
し,弁護人から意見が付された場合,決定が適正に行われたことを担保するために重要な事項であるときには,記載相当事項としてカード
に記載することも考えられる。

必要的記載事項である｢法第157条の2第1項各号に掲げる条件により証人尋問を行ったこと｡」(規則44I は,証人尋問調書に上記
のとおり記載し,カードの結果欄には,証拠調べの結果を明確にするため， 「(刑事免責)｣とメモ的に記載するのが相当である。

_ニリ証人甲野太郎

〔 ○○県○市○町1－1－1 50分〕
■■■■ローq■ ロ■■■q■■■ ロ■■‐■■ロ■ ロ■■■。■ ■■■■q■‐ー■■一一一■■ロー■Q■q■q■ 0■ q

被告人から被害者方に金を受け取
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1

ｎ
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決定(次回同行）

済(刑事免責） 1

第1回公判

刑事免責請求※1

「－－－

※ 期日 請求・意見・結果等

1 1 刑事免責請求(甲10）
ーq■ロq■■■‐‐‐q■■■■■■■q■q■ｰq■q■‐q■‐‐ロq■ ロ■‐ーQ■ ロ■ロq■■■Q■q■‐q■q■Q■■■‐‐1■■■■■q■■■q■ q■ ロ■ q■q■-q■q■ q■q■‐‐‐‐‐q■｡■■‐ー。■■■。■ 。■■■。■ ロ■q■ーq■■■ロ■ ロ■q■q■Q■‐ー

検察官

。
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q■■■■■q■q■■■‐‐q■ 。■口q■q■‐■■■■。■‐‐■■‐‐。■ロー■■■■■■ ■■■■■■q■g■g■g■‐q■-日■‐｡。■q■‐‐q■ロ■ q■ q■ ロ■q■‐q■■ﾛロロ■■■q■■■‐ー■■■■－－画ロ■■■q■ーq■■■ q■■■口■■■■｡q■ q■q■‐ロー‐

本日付け請求書のとおり
■■ ロ■ 。■ 。■q■ ロ■ ロ■‐‐■■ ■■■■q■■■■■ 。■ ロ■‐‐■■■■＝q■ロ■‐q■ ロ■■■‐q■ロ■ ロ■ 。■q■q■g■q■一日■ーq■■■ロ■ ロ■ ロ■■■ロ■ ロ■ ロ■g■‐q■q■ ロ■ ロ■■■ーq■q■■■ーq■ｰロ■■Q■0●のq■■■。■、Q■■■。■q■■

弁護人
q■口｡q■‐‐ローー亜草画ロ■ Q■■■■■‐■■画q■0■Q■ロー画■Q■q■‐q■q■ q■つむ‐‐d■‐‐‐ppq■画q■ ロ■■■ q■‐‐‐口q■ ロ■｡■■‐-口q■‐q■。■‐q■。■‐■■■■。■ 。■ q■■■■■■■■■ロ■ ロ■ 。■ ロ■‐ロ■q■q■ー‐‐‐q■ーq■■■

しかるべく
ローロロロ■■＝■■■■■■■■－口‐■ー■■‐■■■■■■■■■‐■■■■■ー■■■■■■‐‐■■＝■■ー■■■■■■｡■■■■■■■■■■■■■＝■■ー‐■■■■‐‐‐--■■■■ー■■一一-○mロ

裁判官

●

■■q■‐q■■■q■ローq■q■‐｡‐Q■ロ■口q■｡一一q■‐‐‐‐q■q■q■ ■■q■‐ーq■q■｡q■q■q■画一一q■‐－

ーーq■ーq■‐＝■■■■ー‐■■g■‐ー‐‐‐q■‐‐‐‐‐q■ローーローq■‐ーー‐‐口一一口q■‐q■q■ロローローq■ｰ口｡‐ロ。■‐口一．■q■‐‐ー■■。■q■■■■■■■■■q■■■。■■■‐■■q■。■q■ ロ■ ロ■ ロ■ 。■‐ーq■

本件証人尋問を法157条の2第1項各号に掲げる条件により行う旨決定
‐ー‐‐■■■■‐■■■■■■■■■■■■■■-口■■‐‐ｰ■■■■‐‐‐‐



【例2】

尋問｢開始前｣の刑事免責請求く法157の2＞→期日外において,請求等の手続が行われた場合

証人尋問を行う前に,公判期日外で刑事免責の請求等がなされた場合の記載例である。

期日外で行われた刑事免責の請求等の手続も,証拠調べ手続の経過を明らかにするためにカードに記載するのが相当である。

なお,期日外の刑事免責請求及びこれに対する決定については,別途,請求書や決定書が記録に綴られることになるため,カードの結果
欄における決定の記載はこの程度で足りると考えられるが,決定内容を具体的に記載する場合は， 「法157の21各号の条件により行う旨
決定｣などと記載することが考えられる。

弁護人の意見の記載の要否は, 【例1】と同様である。

＜決定書の例＞

平成30年㈱第●号○○被告事件

被告人○○○○

決 定

上記被告事件につき,検察官から刑事免責の請求があったので,当裁判所は次のとおり決定する。

証人甲野太郎に対する証人尋問を,刑事訴訟法第157条の2第1項各号に掲げる条件により行う。

平成30年7月2日

甲地方裁判所第1刑事部

裁判官●●●●

即日，訴訟関係人に通知済み

裁判所書記官

刑事免責請求に対する決定を公判期日前にした場合には,決定内容を訴訟関係人に通知しなければならない(規則107の2Ⅱ． 1 ,34
但書)。他方,証人に対して通知する義務はないため,これについては必要に応じて行えばよいことになる。

-Lu証人甲野太郎

〔 ○○県○市○町1－1－1 50分〕
■■■ロ0■＝。■■■■■ロ■ ロ■ ロ■■■｡■■■ ロ■ ■■q■■■■q■ロローー‐‐‐‐‐一■■q■。■ 。■ ロ■4

被告人から空港でスーツケースを
運ぶよう依頼されたこと
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2

決定

(第2回公判同行）

刑事免責決定

済(刑事免責） 1

30.6.20

刑事免責請求

「一一一



【例3】

尋問｢開始後｣の刑事免責請求く法157の3＞→証人尋問中に免責請求,決定,異議申立てがあった場合

平成30年㈱第●号

証人尋問調書(この調書は,第2回公判調書と一体となるものである｡）

氏 名 甲野太郎

検察官

（中略）

刑事免責請求

検察官

…よって,これ以後の証人尋問を,法157条の2第1項各号に掲げる条件により行うことを請求する。

弁護人

・・・必要がない。

裁判官

これ以後の証人尋問を,法157条の2第1項各号に掲げる条件により行う旨決定

異議申立て

弁護人

…のため,異議を申し立てる。

検察官

・・・であり,理由がない。

裁判官

異議申立棄却決定

検察官

(以下略）

証人尋問中に,刑事免責請求,決定及びこれに対する異議申立てがあった場合に,これらを尋問調書に記載する場合の記載例である。

刑事免責請求及びこれに対する決定が証人尋問中に行われた場合には,刑事免責の条件によることになった時点を明らかにする必要が
あるため,一連の手続を尋問調書に記載する。
この場合,上記のとおり， 「これ以後の証人尋問を法157条の2第1項各号に掲げる条件により行う旨決定｣された旨を記載すれば,その後
の尋問は刑事免責の条件により行ったことが明らかになるから,法157条の2第1項各号に掲げる条件により証人尋問を行ったこと(規則38
Ⅱ④,441"を重ねて記載するまでの必要はない(刑事訴訟規則等の一部を改正する規則の解説(1)参照)。

三上u証人甲野太郎

〔 ○○県○市○町1－1－1 50分〕
巴 q■ q■ q■ q■ q■■■ ロ■q■■■q■ ■■‐‐ローーーロ■ ■■ ロ■ ロ■ ■■‐‐ロq■‐ぬ■q■■‐‐ー1

被告人から被害者方に金を受け取
りに行くよう指示されたこと

（ ）

1 1 しかるべく

1

2

決定(次回同行）

済(刑事免責） 1

｢一一一



(別添2）

【例1】
の6

平成30年㈱第●号

証人尋問調書(この調書は,第2回公判調書と一体となるものである｡）

氏 名 A(氏名は,平成●年●月●日付け措置に関する通知書のとおりであることを確認した｡）

年 齢 ●●歳

証人の遮へい

証人と被告人及び証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするため,被告人及び傍聴人から見ること
が可能なモニター画面に,証人の映像が映らないよう措置を採った。

検察官

（中略）

この証人の尋問は,法157条の6第2項に規定する方法により行った。

氏名に代わる呼称(法299条の4第2項,4項)の開示措置がとられた者について,代替呼称により証人尋問請求がされ,当該尋問を構外
ビデオリンク方式により遮へいの措置を併用して行った場合の記載例である。

構外ビデオリンク方式により尋問を行う旨の決定は,証拠調べの方法を定める決定(法2971)にあたり,必要的記載事項から除外されて
いる(規則441⑰ロ)が,手続が適正に行われたことを担保するほか,その後の進行予定の把握及び期日間準備の便宜のために有益な事
項として記載する実益もあることから,カードに記載するのが相当である点は,構内ビデオﾘﾝｸの場合と同様である。

必要的記載事項である｢法第157条の6第2項に規定する方法により証人尋問を行ったこと｡」(規貝ll44I は,証人尋問調書に上記の
とおり記載し,カードの結果欄には,証拠調べの結果を明確にするため， 「(構外ビデオリンク方式)｣とメモ的に記載するのが相当である。

証人が尋問のために在席した場所(出頭裁判所)は,公判調書の必要的記載事項とされていない｡これは,出頭裁判所を公判調書に記
載すると,被告人に証人が出頭した裁判所が知られ,証人の居住場所が推知される可能性があるほか,証人尋問が続行される場合には，
続行期日における証人の出頭に伴う移動に際し,あるいは,出頭後の移動に際し尾行をさせるなどして居住場所等が特定されることによっ
て,証人等に対する加害行為等がなされるおそれが生じうることなどによる。
したがって,規貝l144条2項により出頭裁判所を調書に記載するか否か判断する場合には,それが公判調書の必要的記載事項とされな
かった趣旨を踏まえ,あえてこれを記載する必要性の有無や,上記弊害が生じる可能性の有無等を考慮することが適当とされているが(刑
事訴訟規則等の一部を改正する規則の解説(1)参照)，基本的には記載しない扱いが相当であろう。

構外ビデオリンク方式による手続に関する記載方法は,基本的には,これまでの構内ピデオリンク方式の場合と異なるところはないが,法
改正により,ビデオリンクには｢構内｣(法157の61)と｢構外｣(同Ⅱ)の2類型が生じたため,これを明確に区別して記載する必要がある(し
たがって,法157の6第1項に規定する方法による際従前単に｢ピデオリンク方式｣と記載していたものについては｢構内ビデオﾘﾝｸ方式」
と記載することになる｡）。

なお,本例のように代替呼称により証人尋問請求がされた場合や,裁判所において証人の氏名を被告人に対して特に秘匿する必要があ
ると判断した場合には,構外ビデオリンクの決定及び同決定の通知をする際に,次のとおり,証人の氏名がみだりに表記されないよう配慮す
ることが相当である。

＜決定書の例＞

第●回公判期日に実施予定の証人尋問(甲●号)は,刑事訴訟法第157条の6第2項に規定する方法により行う。

＜通知書の例（被告人宛て)＞

第●回公判期日に実施予定の証人尋問(甲●号)は,構外ビデオリンクの方法(刑事訴訟法第157条の6第2項)により行う。

二ﾑリ証人A(法299の4Ⅳの代替
呼称）

〔 50分〕
Dq■■■ーq■ q■ q■■■■■--ーロ■‐ローロq■‐‐■■q■‐ーロ■

『

被害状況及び被害感情

ロ■ppq■ロー‐‐‐4

（ ）

1 1 しかるべく

1

2

決定(次回同行）
遮へいの決定

臆
被告人相互間

･傍聴人相互間 ）
構外ビデオリンク方式
の決定

済(遮へいの措置．
構外ビデオリンク方

式）

1

●.●．●付け措置通知書あり

C

●

「一一一



【例2】

公判期日外における証人尋問において,構外ビデオリンク方式により証人尋問を行った場合く法226,227, 157の6Ⅱ＞

平成30年榊第●号

証人●●●●尋問調書

丙野一郎

強制性交等致傷

平成30年●月●日

甲地方裁判所

甲地方裁判所

丁野二郎

被 疑 者

被 疑 事 件

尋問をした年月日

尋問をした場所

尋問をした裁判官

(中略）

人定尋問

氏名

年齢

●●●●

●●歳

尋問及び供述

別紙反訳書記載のとおり

この証人の尋問は,法157条の6第2項に規定する方法により行った。

この尋問は,供述者が録音体の再生を必要としない旨述べ,かつ,尋問に立ち会った者に異議がないので,刑事訴訟規則52条の15第2
項の手続をしない｡なお,供述者は,調書に署名押印することができない旨申し立てた。

平成30年○月○日

甲地方裁判所刑事第●部

裁判所書記官乙野花子④

第1回公判前における証人尋問を,構外ビデオリンク方式により行い,録音反訳により証人尋問調書を作成する場合の記載例である。

「尋問をした場所｣欄(規則421)には,取調べをした場所を明確にするため,裁判官(公判準備における場合は受訴裁判所)が在席する
裁判所を記載する｡他方,証人が在席した裁判所は,例1と同様の理由により,記載するのは相当ではない。

また,録音反訳による場合において,供述者が録音体の再生を必要としない旨述べ,かつ,尋問に立ち会った者に異議がないときは,規
貝l152の15Ⅱの手続を要しないところ,その場合には,書記官がその旨を調書に記載し,かつ,供述者が調書に署名押印する必要がある
(規則52の15Ⅲ｡公判準備における証人尋問等を除く｡）。もつとも,証人が,同一構内以外の場所に在席するために尋問調書に署名押印
することができない旨申し出たときは,上記のとおり記載することが考えられる(刑事訴訟規則等の一部を改正する規則の解説(1)参照)。

なお,第1回公判前ではなく,公判準備における証人尋問(法158)において,録音反訳により証人尋問調書を作成する場合には,供述
者が録音体の再生を請求したときに限り,規則52の15Ⅱ①及び②の手続をしなければならないが,この場合,供述者の署名押印は必要と
されていない(規則52の15Ⅳ)。

以上で述べた点は,前述した公判準備における例外を除き,その他の公判期日以外の証人尋問の場合(法179等)に速記録引用により
証人尋問調書を作成するとき(規則52の5以下)も含め,基本的に同様である。



【例3】

構外ピデオリンク方式による証人尋問とその際の尋問及び供述並びにその状況の記録媒体への記録く法157の6Ⅱ，Ⅳ＞

平成30年鰄第●号

証人尋問調書(この調書は,第2回公判調書と一体となるものである｡）

氏 名 A(氏名は,平成●年●月●日付け措置に関する通知書のとおりであることを確認した｡）

年 齢 ●●歳

1 ．

証人の遮へい

証人と被告人及び証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするため,被告人及び傍聴人から見ることが
可能なモニター画面に,証人の映像が映らないよう措置を採った。

尋問及び供述

別紙反訳書記載のとおり

この証人の尋問は,法157条の6第2項に規定する方法により行い,証人の同意を得て尋問及び供述並びにその状況を別添のDVD1枚に
記録した。

氏名に代わる呼称(法299条の4第2項,4項)の開示措置がとられた者について,代替呼称により証人尋問請求がされ,当該尋問を構外
ビデオリンク方式により遮へいの措置を併用して行った上,記録媒体へ記録した場合の記載例である。

記録媒体への記録の決定は,必要的記載事項ではないが(規則441⑰ﾄ,構内及び構外ビデオリンク方式により尋問を行う旨の決定と
同様の理由により,カードに記載するのが相当である。

証人尋問を実施した際の結果欄のメモ的記載としては,記録媒体に記録したことも含めて｢(遮へいの措置･構外ビデオリンク方式･記録媒
体への記録)｣とすることも考えられる。

=里」証人A(法299の4Ⅳの代替
呼称）

〔 50分〕
■q■ q■ロ｡‐ロ■ ロ■ ロ■■■‐‐‐‐q■q■‐ロ■＝ロ■ ロ■ q■ q■ーローq■q■q■■■■■■■ロ■口■■ I

被害状況及び被害感情

（ ）

1 1 しかるべく

1

2

決定(次回同行）
遮へい･構外ビデオ
リンク方式及び記録

媒体への記録の決
定※1

済(遮へいの措置・
構外ビデオリンク方

式）

1

●．●.●付け措置通知書あり

DVD1枚添付

「~－

※ 期日 請求・意見・結果等

1 1 遮へい･構外ビデオリンク方式及び記録媒体への記録の決定(甲10）
、 ■■ q■■■ ロ■q■■■ ロ■q■‐■■‐q■q■ ■■■■口画pq■■■。■■■■■－－q■－ロ■。■ q■‐■■■■■■■■ロ■－－－q■q■－－－q■ロq■■－－－－－－－口q■一口一q■。■ ロ■■■－－■■ロ■q■－‐。■P‐。■q■ロ■■■■■q■‐‐‐‐‐ー‐＝

裁判長
Dppq■q■車一ロ■g■ー＝ーq■ロ■ ロ■■■ー‐q■‐■■ q■■■ー‐＝■■■■q■画■■ー‐‐‐‐。■。■ー一一ーーq■■■q■q■。■ローq■｡q■‐‐ロ■‐q■＝ロ■q■ーq■■■q■q■‐‐毎口ー■■q■q■q■‐■。■q■‐q■＝■■q■ロローー‐。■q■q■ーq■■

証人と被告人及び証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとった上，

..……荏i芭篠あ蕊頭噸慧昌喜芳藤剥尋簡こ．註Xあ同意鵜ぞ尋藺笈i瀬途韮f雄そあ涙漉詑募媒嗣ごー
■ q■‐。■q■q■‐■■q■■■q■ーq■q■■■■■‐‐‐‐‐‐■‐ロ■‐■ｰ■■■■■■ロー‐ローロローー‐■■‐‐‐■■■■■■■‐■■‐0■②ロ｡■■‐g■■■q■q■‐q■q■ ロ■q■‐｡‐‐■■。■ ロ■ーー■■q■‐‐‐‐ロ■■■q■ Q■。■‐‐‐‐‐ｰロ■

記録する旨決定



【例4】

構外ビデオリンク方式による意見陳述く法292の2, 157の6Ⅱ＞

公判調書(手続）

被害者等の意見陳述

被害者A

この意見の陳述は,法157条の6第2項に規定する方法により行った。

被害者等による心情その他の意見の陳述が,構外ビデオリンク方式により行われた場合の記載例である。

必要的記載事項である｢法第157条の6第2項に規定する方法により法第292条の2第1項の規定による意見の陳述をさせたこと｡」(規則
441｡は,公判調書に上記のとおり記載する。

被害者等が意見陳述のために在席した場所(出頭裁判所)は,公判調書の必要的記載事項とされていない｡この点の考え方は,構外ビ
デオリンク方式により証人尋問を行った場合に出頭裁判所を調書に記載しない点と同様である。



(別添3）

【例1】

合意がある被告人の刑事事件において,合意内容書面及び合意離脱書面の取調べ請求があった場合＜法350の7＞

(甲号証）

被告人に関する合意内容書面及び合意離脱書面の取調べが請求された場合の記載例である。

単に｢合意書面｣と記載しただけでは法327条の合意書面と区別できないことから,標目欄や立証趣旨欄等において,法350の3Ⅱの合
意書面であることを明確に記載するのが相当である。

合意離脱書面の取調べ請求があった場合は,離脱に係る合意内容書面のカードの備考欄に,その旨を記載して関連性を明らかにしてお
くのが相当である。

I

_里」合意内容書面

〔 （被)ほか 30.7.2 ]
■ ■■q■ q■‐ロー‐‐。■‐‐q■。■－口ロq■‐q■■■ ロ■ 。■ 。■ q■ 。■ ロ■q■q■q■q■ ロ■ 。■ ロ■‐I

検察官と被告人との間に法350の2
Iの合意があること及びその内容

（ ）

1 1 同意 1 決定･済 ll

合意離脱書面あり(甲11）

’

=呈」合意離脱書面

〔 （被） 30.7.13 )
■ ■■ロ■‐ー。■ローロ■q■‐‐‐‐｡■■■‐■■。■ ロ■q■■■‐‐‐‐口一口｡②ロ■ ■■■■ 1

被告人が甲8の合意から離脱する
旨告知したこと

（ ）

2 2 同意 2 決定･済 1



【例2】

他人の刑事被告事件において,供述録取書の供述者の合意内容書面の取調べ請求があった場合く法350の8＞

’
被告人以外の者の供述調書に関する合意内容書面及び合意離脱書面の取調べが請求された場合の記載例である。

合意に基づく供述録取書等が,他人の刑事被告事件について証拠とされた場合には,合意に基づいてなされた供述の契機･理由が当該
供述の信用性に関連し得ることから,当該合意に関する合意内容書面や合意離脱書面と合意に基づく証拠との関連性を明らかにしておく
のが相当である。

_』u検

〔 甲野太郎 30．7．2
■■■0■、■q■■■q■ロ■ー‐ローq■■■q■q■‐－q■口一一一一一＝。■■■。■

共謀状況,犯行状況

〕
｡■ ロ■ q■‐‐4

（ ）

1 1 同意 1 決定･済 10

合意内容書面あり(甲11）

合意離脱書面あり(甲12）

’「~－

_LJ合意内容書面

30.7.2 ]〔 甲野太郎ほか
●■■ー‐‐｡■q■‐q■ｰーーq■q■q■‐口一一一一一口－－‐■■q■ Q■ q■■■■■pp4

甲10の供述に関し,検察官及び甲
野太郎との間に法350の21の合
意があること及びその内容

（ ）

1 1 同意 1 決定･済 11

合意離脱書面あり(甲12）

I一一一一

_g｣合意離脱書面

〔 甲野太郎 30.7.13 ]
■ ■■ロq■q■q■－q■ローq■■■q■q■q■q■－－■■－－p■－－p■ ■■■■ ロ■ ロ■‐‐＝‐ー‐4

甲野太郎が甲l1の合意から離脱す
る旨告知したこと

（ ）

1 1 同意 1 決定･済 12

「－－



【例3】

他人の刑事被告事件において,証人との間で当該証人尋問についてした合意内容書面及び合意離脱書面の取調べ請求があった場合
く法350の9＞

証人尋問に際し,当該証人に関する合意内容書面及び合意離脱書面の取調べが請求された場合の記載例である。

合意に基づいて他人の刑事被告事件において証人として証言する場合には,合意に基づいてなされた供述の契機･理由が当該証言の
信用性に関連し得ることから,当該合意に関する合意内容書面や合意離脱書面と合意に基づく証拠との関連性を明らかにしておくのが相
当である。

_ﾑリ証人甲野太郎

〔 ○○県○市○町1－1－1 50分〕
■■‐‐■■‐‐‐‐q■q■■■q■ロロ■q■口一一q■ーq■‐‐‐‐‐‐。■ ロ■■■ q■‐q■‐q

共謀状況,犯行状況

（ ）

1 1 しかるべく

1

2

決定(次回同行）

済 1

合意内容書面あり(甲11）

合意離脱書面あり(甲12）

「一一一

〔

11

■‐■■■■

」合意内容書面

甲野太郎ほか 30．6．28 〕
q■■■■■■ 。■。■‐－－－－Q■0■＝q■ q■■q■ q■q■一一一口。。■口q■q■ロq■ q

証人甲野(甲10)の証人尋問に関

し,法350の21の合意があること
及びその内容

（ ）

1 1 同意 1 決定･済 10

合意離脱書面あり(甲12）

『一ー

_E｣合意離脱書面

〔 甲野太郎 30.7.31]
P

■q■q■｡■■ロ。■ q■q■q■‐ローロロロー■‐‐■‐‐‐‐q■q■q■‐‐－9■ー‐‐4

証人甲野が甲11の合意から離脱す
る旨告知したこと

（ ）

3 3 同意 3 決定･済 1


